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第７条 公文書の開示義務 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本条は、実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に本条各号のいずれ

かに該当する情報が記録されている場合を除き、当該公文書を開示しなければならないという

原則公開の基本的考え方を定めたものである。実施機関は開示請求する都民の権利を十分に尊

重し、不開示とする情報を最小限にするよう、本条各号の適用に当たっては、厳格な判断を行

わなければならない。 

２ 開示請求に係る公文書に不開示情報が記録されている場合の実施機関の義務については特に

定めていないが、不開示情報は、開示することの利益と開示することにより損なわれてはなら

ない個人又は法人等の正当な利益や行政事務の適正な遂行等の利益との調整を図るものである

から、第９条の規定の反対解釈として、実施機関は、「公益上特に必要があると認めるとき」

以外は開示してはならないこととなる。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

運 用 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本条と守秘義務との関係 

（１）本条は、不開示情報の範囲を定めているのに対して、地方公務員法（昭和25年法律第261

号）第34条の守秘義務は、公務員の職務上知り得た秘密を守るべき職員の服務規律を定めた

ものであり、両者は趣旨及び目的を異にしている。地方公務員法等行政機関の職員に守秘義

務を課している規定における秘密とは、非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密とし

て保護するに値するものと認められるもの（実質秘）をいうが、実質秘の範囲は具体的に定

められているとはいい難い。したがって、本条と守秘義務とはその対象となる情報について

重なる場合が多いが、当然にすべてが一致するものではない。 

（２）本条各号に該当する情報が守秘義務の対象となるかどうかは、個別具体的な事案ごとに判

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号の

いずれかに該当する情報（以下「不開示情報」という。）が記録されている場合を

除き、開示請求者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 
 
 



- 37 - 

断するものであり、条例に基づき適法に開示をしている限りにおいては守秘義務違反とはな

らないものと考えられる。 

２ 本条と法令との関係 

  地方自治法第100条、民事訴訟法（平成８年法律第109号）第220条、弁護士法（昭和24

年法律第205号）第23条の２の規定等のように、法令の規定により、実施機関に対して、公文

書の提出又は閲覧等を要求されることがある。この場合における当該法令の規定と本条各号と

の関係についても、両者はその趣旨及び目的を異にするものであり、本条各号に該当するかど

うかをもって、当該要求の諾否の理由とすることはできない。法令の規定に基づく提出又は閲

覧等の要求に対しては、要求の根拠となった法令の趣旨、要求の目的、対象文書の内容等を総

合的に判断して個別具体的に諾否を決定することとなる。 

３ 不開示情報該当性の判断を行う時点 

  開示請求に係る公文書に記録されている情報が不開示情報に該当するかどうかの判断は、開

示決定等を行う時点における状況に基づき行う。 
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第７条第１号 法令秘情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、法令及び条例の定めるところ又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により

従う義務を有する国の行政機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報が

記録されている公文書は、不開示とすることを定めたものである。 

２ 「法令」とは、法律及び政令、府令、省令、その他国の機関が定めた命令をいう。 

３ 「実施機関が法律若しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関の指示等」

とは、国の行政機関からの指示等であって、法律又はこれに基づく政令に根拠を有し、実施機

関を法的に拘束するものをいう。 

４ 「国の行政機関」については、次のようなものがある。 

（１）内閣府設置法（平成11年法律第89号）第４条第３項に規定する事務をつかさどる機関で

ある内閣府、宮内庁、同法第49条第１項に規定する機関、同法同条第２項に規定する機関、

デジタル庁設置法（令和３年法律第36号）第４条第２項に規定する事務をつかさどる機関で

あるデジタル庁 

内閣の所掌事務をつかさどる機関として置かれる内閣府、宮内庁並びにその外局として置

かれる委員会及び庁等 

（２）国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第３条第２項に規定する機関 

内閣の統括の下に行政事務をつかさどる機関として置かれる省並びにその外局として置か

れる委員会及び庁 

 

一 法令及び条例（以下「法令等」という。）の定めるところ又は実施機関が法律若

しくはこれに基づく政令により従う義務を有する国の行政機関（内閣府設置法（平

成11年法律第89号）第４条第３項に規定する事務をつかさどる機関である内閣

府、宮内庁、同法第49条第１項若しくは第２項に規定する機関、デジタル庁設置

法（令和３年法律第36号）第４条第２項に規定する事務をつかさどる機関である

デジタル庁、国家行政組織法（昭和23年法律第120号）第３条第２項に規定する

機関、法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関又はこれらに置かれる機

関をいう。）の指示等により、公にすることができないと認められる情報 
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（３）法律の規定に基づき内閣の所轄の下に置かれる機関 

国家公務員法（昭和22年法律第120号）第３条に規定する人事院 

（４）これらに置かれる機関 

府、省、委員会、庁又は人事院にこれらの所掌事務を遂行するため又は分掌するために置

かれる機関若しくは部局等 

５ 「公にすることができないと認められる」とは、法令等の規定が公にすることを明らかに禁

止している場合はもとより、法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認め

られる場合等をいう。
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第７条第２号 個人情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の立場から、個人のプライバシーを最大限に保護

するため、特定の個人を識別することができるような情報が記録されている公文書は不開示と

することを定めたものである。 

２ プライバシーの具体的内容は、法的にも社会通念上も必ずしも明確ではないため、本号では、

個人のプライバシ－に関する情報であると明らかに判別できる場合はもとより、個人のプライ

バシ－に関する情報であると推認できる場合も含めて、個人に関する一切の情報は原則として

不開示とした。その一方で、個人の利益保護の観点から不開示とする必要のないものや公益上

公にする必要性の認められるものについて、本号ただし書により例外的に不開示情報から除く

 

二 個人に関する情報（第８号及び第９号に関する情報並びに事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）で特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照

合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又

は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利

益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されてい

る情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認

められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に

規定する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４

項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政

法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１

項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法

（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人

の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る

情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に

係る部分 
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こととした。 

３ 「個人に関する情報」とは、個人の人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創作物

に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報、その他個人との関連性を有

するすべての情報を意味する。具体的には、思想、心身の状況、病歴、学歴、職歴、成績、親

族関係、所得、財産の状況その他一切の個人に関する情報をいう。 

４ 個人に関する情報であっても、特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）第

２条第８項に規定する特定個人情報をいう。）及び個人番号（番号利用法第２条第５項に規

定する個人番号をいう。）のうち死亡した者に係るものについては、本条第８号及び第９号

で判断することとし、本号の個人情報の範囲から除外した。 

５ 「事業を営む個人の当該事業に関する情報」とは、本条第３号本文に規定する事業を営む個

人の当該事業に関する情報と同義であるため、同号で判断することとし、本号の個人情報の範

囲から除外した。ただし、事業を営む個人に関する情報であっても、その事業とは直接関係が

ない個人情報は、本号により、開示又は不開示の判断を行う。 

６ 「特定の個人を識別することができる」とは、氏名、住所、生年月日その他の記述等により

特定の個人であると明らかに識別することができ、又は識別される可能性がある場合をいう。 

７ 「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるもの」と

は、その情報自体からは特定の個人を識別することはできないが、当該情報と他の情報とを照

合することにより、特定の個人を識別することができることとなる情報をいう。 

なお、個人識別性の判断に当たっては、一定の集団に属する者に関する情報を公にすると、

その情報自体からは特定の個人を識別することができない場合であっても、情報の性質や内容

によっては、当該集団に属する個々の者に不利益を及ぼすおそれがあり得ることを考慮する必

要がある。 

８ 「特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの」とは、カルテ、反省文など個人の人格と密接に関わる情報や未公表の

著作物等で、個人識別性のある部分を除いたとしても、公にすることにより、個人の権利利益

を害するおそれがあるものをいう。 

９ ただし書のイは、法令等の規定により又は慣行として公にされている情報又は公にすること

が予定されている情報を、不開示とする個人情報から除外することを定めたものである。 
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（１）「法令等の規定により又は慣行として公にされている情報」とは、法令等の規定や慣行に

より、現に何人も容易に入手することができる状態におかれている情報をいう。 

（２）「公にすることが予定されている情報」とは、開示請求時点においては公にされていない

が、将来、公にすることが予定されている情報をいう。 

10 ただし書のロは、プライバシ－を中心とする個人の正当な権利利益は十分に保護されるべき 

であるが、公にすることにより保護される利益がそれに優越する場合に、人の生命、健康、生

活又は財産を保護するため、公にすることがより必要であると認められる情報については、開

示することを定めたものである。 

11 ただし書のハは、公務員等の職務の遂行に係る情報のうち、公務員等の職及び職務遂行の内

容に係る部分を、不開示とする個人情報から除外することを定めたものである。 

（１）「公務員等の職務の遂行に係る情報」とは、公務員が行政機関若しくはその補助機関とし

て、独立行政法人等の役員及び職員が独立行政法人等として、又は地方独立行政法人の役員

及び職員が地方独立行政法人として、その担任する職務を遂行する場合におけるその情報を

いう。 

（２）公務員等の勤務態度、勤務成績、処分歴等職員としての身分取扱いに係る情報などは、

「職務の遂行に係る情報」には当たらない。 

（３）公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の氏名については、「法令等 

の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報」の規定に

より開示又は不開示の判断を行う。 

（４）職務遂行に係る情報であっても、それが他の不開示情報に該当する場合には、その職及び

職務遂行の内容に係る部分を含めて全体が不開示とされることとなる。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

運 用 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 個人情報が記録された公文書の一般的な取扱い 

個人に関する情報は、一度開示されると当該個人に対して回復し難い損害を与えることがあ

る。個人のプライバシーに関する情報は、個人の尊厳及び基本的人権の尊重の観点から最大限

に尊重するものとする。 

２ 死者の個人情報の取扱い 

「個人」には、死亡した個人も含まれる。 
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３ 個人情報に対する本人開示の取扱い 

本号は、個人に関する一切の情報は不開示を原則とする趣旨である。したがって、開示請求

者が、自己に関する情報について開示請求をした場合であっても、第三者からの開示請求の場

合と同様に取り扱う。 

個人情報に係る本人からの開示請求については、個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号。以下「個人情報保護法」という。）及び個人情報の保護に関する法律施行条例（令

和4年東京都条例第130号。以下「個人情報保護法施行条例」という。）の定めるところによ

ることとなる。 

４ 会議費に関する文書及び知事交際費に関する文書の取扱いについて 

それぞれ、別途定められている会議費や知事交際費に関する公文書の開示基準によるものと

する。 
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第７条第３号 事業活動情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の競争上又は事業運営上の地位そ

の他社会的な地位が損なわれると認められる情報が記録されている公文書を不開示とすること

を定めたものである。 

２ 本号本文は、法人等又は事業を営む個人が有する正当な権利利益は、原則として、当該法人

等又は事業を営む個人の当該事業に関する情報を公にすることにより、害されるべきではない

という趣旨である。 

本号ただし書は、法人等又は事業を営む個人の事業活動により、現に発生しているか、又は

将来発生するおそれがある危害等から人の生命、健康等を保護するために公にすることが必要

であると認められる情報が記録された公文書は、本号本文に該当する場合であっても、開示し

なければならないという趣旨である。 

３ 「事業を営む個人」とは、地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の２第８項から第10

項までに掲げる事業を営む個人のほか、農業、林業等を営む個人をいう。 

「当該事業に関する情報」とは、営利を目的とすると否とを問わず、事業活動に関する一切

の情報をいう。 

 

三 法人（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）その

他の団体（以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業

に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人

の競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるも

の。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命又は健康を

保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

ロ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から

人の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 

ハ 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある侵害から消費生活その他都民

の生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報 
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４ 「競争上又は事業運営上の地位その他社会的な地位が損なわれると認められるもの」とは、

次のような情報をいう。 

（１）法人等又は事業を営む個人の保有する生産技術上又は販売上の情報であって、公にするこ

とにより、当該法人等又は事業を営む個人の事業活動が損なわれると認められるもの 

（２）経営方針又は経理、人事等の事業活動を行う上での内部管理に属する事項に関する情報で

あって、公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の事業運営が損なわれると認めら

れるもの 

（３）その他公にすることにより、法人等又は事業を営む個人の名誉、社会的評価、社会的活動

の自由等が損なわれると認められる情報 

５ 「地位が損なわれると認められる」とは、公にすることにより、法人等の事業活動に何らか

の不利益が生じるおそれがあるというだけでは足りず、法人等の競争上等の地位が具体的に侵

害されると認められる場合を意味するものである。そして、公にすることにより、当該法人等

の競争上等の地位が具体的に侵害されると認められるかどうかは、当該情報の内容、性質を始

めとして、当該法人等の事業内容、当該法人等と行政との関係、その活動に対する憲法上の権

利の保護の必要性等を考慮して総合的に判断するものである。 

６ ただし書のイは、法人等又は事業を営む個人の事業活動により、人の生命若しくは健康に危

害を加え、又は与えるおそれがある場合には、当該事業活動が違法又は不当であるか否かを問

わず、人の生命等を保護するために公にすることが必要であると認められる情報が記録されて

いる公文書は、開示しなければならないとする趣旨である。 

事故や災害等による危害の発生を未然に防止し、現に発生している当該危害を排除し、若し

くは当該危害の拡大を防止し、又は当該危害の再発を防止するために必要な場合は、本号本文

に該当する情報であっても開示しなければならない。 

７ ただし書のロは、法人等又は事業を営む個人の違法又は不当な事業活動により、人の生活に

支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合は、人の生活を保護するために公にすることが必要

であると認められる情報が記録されている公文書は、開示しなければならないとする趣旨であ

る。 

人の生活に対する支障を未然に防止し、現に発生している当該支障を排除し、若しくは当該

支障の拡大を防止し、又は当該支障の再発を防止するために必要な場合は、本号本文に該当す

る情報であっても開示しなければならない。 

８ 「違法若しくは不当な事業活動」とは、法令等の規定に違反した明らかに違法な事業活動又



- 46 - 

は法令等の規定に違反していると断定することはできないが社会通念に照らして著しく妥当性

を欠く事業活動をいう。 

９ ただし書のハは、法人等又は事業を営む個人の事業活動により、消費生活その他都民の生活

を侵害し、又は侵害するおそれがある情報が記録されている公文書は、消費生活その他都民の

生活を保護するために開示しなければならないとする趣旨である。 

消費生活その他都民の生活に対する侵害の発生を未然に防止し、現に発生している当該侵害

を排除し、若しくは当該侵害の拡大を防止し、又は当該侵害の再発を防止するために必要な場

合は、本号本文に該当する情報であっても開示しなければならない。この場合、法人等又は事

業を営む個人の事業活動が違法又は不当であるか否かを問わない。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

運 用 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 事業活動情報に対する当該法人等からの開示請求の取扱い 

本号は、法人等又は事業を営む個人の競争上等の地位が損なわれると認められる情報が記録

されている公文書を一律不開示とする趣旨である。したがって、開示請求者（この場合、法人

等又は事業を営む個人）が、自己に関する情報について開示請求をした場合であっても、第三

者からの開示請求の場合と同様に取り扱う。
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第７条第４号 犯罪の予防・捜査等情報 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、公にすることにより、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施

機関が認めることにつき相当の理由がある情報が記録されている公文書を不開示とすることを

定めたものである。 

２ 「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、公訴の維持及び刑の執行に

代表される刑事法の執行を主なものとする。 

３  本号は、公にすることにより、犯罪の予防及び捜査活動等に支障を及ぼすおそれがある情報

や、人の生命、身体、財産等への不法な侵害を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し、又は犯

罪の実行を容易にするおそれがある情報を不開示とするものである。 

４ 本号に該当する情報とは、例えば次のような情報をいう。 

（１）公にすることにより、犯罪の予防及び捜査等の手法、技術、体制等が明らかにされ、その

結果これらの活動が阻害され、若しくは適正に行われなくなり、又はその可能性がある情報 

（２）公にすることにより、犯罪の被疑者、被害者、参考人、通報者等が特定され、その結果こ

れらの人々の生命若しくは身体に危害が加えられ、又はその地位若しくは正常な生活が脅か

されることになるおそれがある情報  

（３）公にすることにより、特定の個人の行動予定、家屋の構造等が明らかにされ、その結果こ

れらの人々が犯罪の被害者となるおそれがある情報 

 

四 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることに

つき相当の理由がある情報 
 
 
 
 



- 48 - 

第７条第５号 審議、検討又は協議に関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内

部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報の不開示情報としての要件を定めるも

のである。 

２ 本号は、行政（独立行政法人等を含む。以下同じ。）における内部的な審議、検討又は協議

が円滑に行われ、適正な意思決定が損なわれないようにする観点から定めたものである。行政

における意思決定は、審議、検討又は協議を積み重ねた上でなされており、その間の行政にお

ける内部情報の中には、公にすることにより、外部からの干渉、圧力等により行政の内部の自

由かつ率直な意見の交換が妨げられ意思決定の中立性が損なわれるおそれがあるもの、未成熟

な情報が確定した情報と誤解され都民の間に混乱を生じさせるおそれがあるもの、又は特定の

者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるものがあり、これらの情報につい

ては、不開示とすることとしたものである。 

３ 「都の機関」には、都議会も含まれる。 

４ 「都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相

互間」とは、 

（１）都の機関の内部 

（２）国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の内部 

（３）都の機関の相互間（知事部局と行政委員会の相互間等） 

（４）都の機関と国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の相互間 

（５）国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の相互間をいう。 

５ 「不当に」とは、審議、検討又は協議に関する情報の性質に照らし、検討段階の情報を公にす

 

五 都の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の

内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすること

により、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、

不当に都民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しく

は不利益を及ぼすおそれがあるもの 
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ることによる利益と支障とを比較衡量し、公にすることの公益性を考慮してもなお、その支障

が看過しえない程度のものである場合をいう。 

 
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

運 用 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 合議制機関等に関する情報の取扱い 

合議制機関等の審議等に関する情報について、本号により開示又は不開示の判断をする場合

は、当該合議制機関等の性質や審議事項の内容に照らし、個別具体的に、率直な意見の交換等

を「不当に」損なうおそれの有無を判断する。 
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第７条第６号 行政運営情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、公にすることにより、都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しく

は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報が記録

された公文書を不開示とすることを定めたものである。 

２ 本号のイからヘまでは、都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方

独立行政法人の行う事務又は事業の内容及び性質に着目した上でグループ分けし、各グループ

ごとに、公にすることにより生ずる典型的な支障を示したものである。 

３ 当該事務又は事業における公にすることによる支障は、イからヘまでに限定されるものでは

ない。したがって、公にすることにより支障が生ずる場合には、「当該事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」がある限り不開示とされる。 

４ 「当該事務又は事業の性質上」とは、当該事務又は事業の性質に照らして保護する必要があ

 

六 都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人

が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそ

れその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼ

すおそれがあるもの 

イ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にするおそれ 

ロ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ハ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ニ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ホ 独立行政法人等､地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上又は事業運営上の正当な利益を害するおそれ 

ヘ 大学の管理又は運営に係る事務に関し、大学の教育又は研究の自由が損なわれ

るおそれ 
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る場合のみ不開示とすることができることとする趣旨である。また、「当該事務又は事業」に

は、同種の事務又は事業が反復される場合の将来の事務又は事業も含まれる。 

５ 「事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの」とは、事務又は事業に関す

る情報を公にすることによる利益と支障とを比較衡量した結果、公にすることの公益性を考慮

してもなお、当該事務又は事業の適正な遂行に及ぼす支障が看過しえない程度のものをいう。

この場合、「支障を及ぼすおそれ」は、単なる抽象的な可能性では足りず、当該事務又は事業

の適正な遂行に支障を生じることについて、法的保護に値する蓋然性が認められなければなら

ない。 
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第７条第７号 任意提供情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、第三者が、実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報そ

の他公にされないと第三者が信頼して提供した情報（任意提供情報）を不開示とする場合の要

件を定めたものである。 

２ 不開示を前提とした情報の任意提供は、一般的に他に知らされないという認識及び信頼の下

に行われている。本号は、このような情報を公にした場合、当該第三者との信頼関係が損なわ

れるおそれがあることから定めたものである。 

３ 「実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供した情報」とは、実施機関が

第三者に情報の提供を要請し、第三者が公にしないとの条件でこれに応じて任意に提供した情

報をいう。実施機関において、当該情報の提出を求める法的権限があるにもかかわらず、行政

指導により情報を提出させた場合は、本号には該当しない。 

４ 「第三者における通例として公にしないこととされているもの」とは、当該第三者が属する

業界、業種等の通常の慣行に照らして、公にしないことに合理的な理由があるものをいう。 

５ 「当時の状況等に照らして」とは、当該情報の提供当時の諸般の事情に照らして判断するこ

とを基本とするが、必要に応じ、取得後の事情の変更も考慮することとする趣旨である。 

６ 「その他当該情報が公にされないことに対する当該第三者の信頼が保護に値するもの」とは、

公にしないとの条件が明示的になされていない場合であっても、公にされないと第三者が信頼

 

七 都、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者

以外のもの（以下「第三者」という。）が、実施機関の要請を受けて、公にしない

との条件で任意に提供した情報であって、第三者における通例として公にしないこ

ととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況

等に照らして合理的であると認められるものその他当該情報が公にされないことに

対する当該第三者の信頼が保護に値するものであり、これを公にすることにより、

その信頼を不当に損なうことになると認められるもの。ただし、人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められるものを除

く。 
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して情報を提供する場合などがあり、そのような第三者の信頼が法的保護に値するものをいう。 

７ 任意提供情報であっても、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが 

必要であると認められるものは、本号ただし書により開示することとなる。
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第７条第８号 特定個人情報 

 

 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

１ 本号は、番号利用法において、法令に定める場合以外の特定個人情報の収集、保管及び提供

を禁止していることに鑑み、本条第２号の適用だけでは特定個人情報の適切な保護が図れない

ことから、特定個人情報については例外なく不開示とすることを定めたものである。 

２ 「特定個人情報」とは、個人番号（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる

番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。）をその内容に含む個人

情報をいうものであり、法令の趣旨に基づき特定個人情報として一体的に保護し取り扱う必要

があることから、個人番号のみを区分し不開示とする一部開示をするような取扱いは行わない。 

３ 特定個人情報も個人情報であり、個人情報は生存する個人に関する情報に限定されているこ

とから、死者の情報は、本号で不開示とする特定個人情報には当たらない。 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

運 用 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

1 特定個人情報に対する本人開示の取扱い 

特定個人情報に係る本人からの開示請求については、個人情報保護法及び個人情報保護法施行

条例に基づく開示請求をすることとなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

八 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

25年法律第27号。以下「番号利用法」という。）第２条第９項に規定する特定個

人情報 
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第７条第９号 死者の個人番号 

 

 

 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

趣 旨 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

本号は、本条第８号の特定個人情報には死者の情報は含まれないが、番号利用法において個人

番号の取扱いについても厳格な制限を設けている趣旨に鑑み、死者の個人番号について、これを

不開示とすることを定めたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九 番号利用法第２条第５項に規定する個人番号のうち、死亡した者に係るもの 

 


